
•研
修
受
講
の
必
須
化
年
度
を
延
期
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
影
響
等
で
、
現
状
で
は
十
分
に
確
保
で
き
な
い
保
育
士
等
の
受
講
機
会
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

•園
内
研
修
や
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
の
更
新
講
習
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
研
修
の
内
容
と
の
整
合
性
を
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
認
め
ら
れ
る
研
修
内
容

の
例
示
や
確
認
作
業
の
要
点
な
ど
、
全
国
統
一
の
事
務
の
基
準
を
示
す
こ
と

で
、
都
道
府
県
間
に
お
け
る
加
算
認
定
の
バ
ラ
つ
き
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
。

見
直
し
に
よ
る
効
果

９


公
定
価
格
の
適
切
な
算
定


保

育
士

の
処

遇
改

善
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令
和
２
年
７
月
1
6
日

島
根
県
健
康
福
祉
部
子
ど
も
・子
育
て
支
援
課

1
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重点番号６：施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱの研修受講要件等の見直し（島根県、中国地方知事会）




